
平成１４年(ワ)第１５５８５号商標使用差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年６月４日
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　　　株式会社サンルート
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　　鹿  内  徳  行
              同　　　　　　　　　　　　上  田  太  郎
              同　　　　　　　　　　　　片　岡　理恵子
　　　　　　　被            告　　　　　株式会社ホテルサンルート鈴鹿
　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　　野  口  政  幹
　　　　　　　同                        西  本  恭  彦
　　　　　　　同                        水  野    　晃
　　　　　　　同                        小  林  一  正
　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
    １　被告は，ホテル業において，「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号を
使用してはならない。
    ２　被告は，原告に対し，津地方法務局鈴鹿出張所昭和６３年６月１０日受付
をもってした被告の設立登記中，「株式会社 ホテルサンルート鈴鹿」の商号の抹消
登記手続をせよ。
    ３　被告は，ホテル業において，「ホテルサンルーツ」，「HOTEL　SUN　
ROOTS」，「Hotel Sun Roots」，「やすらぎネットワーク　サンルートホテルチェ
ーン」，「ホテルサンルート鈴鹿」，「HOTEL　SUNROUTE」，「SUNROUTE　
SUZUKA」，「HOTEL　SUNROUTE　SUZUKA」，「ＨＳＲ」の各標章を使用してはならな
い。
    ４　被告は，前項の各標章を付した看板，備品，取引書類を廃棄せよ。
    ５　原告と被告との間において，津地方裁判所平成１４年(ヨ)第４号商標使用
禁止等仮処分申立事件，同庁平成１４年（執ハ）第４号事件及び同庁平成１４年
(モ)第３６６号仮処分異議申立事件に関し，原告が保全命令ないし保全執行に関す
る手続として行った行為に基づく，原告の被告に対する損害賠償債務が存在しない
ことを確認する。
    ６　被告は，原告に対し，金３０５２万０３９９円及び内金５０万円に対する
平成１３年２月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を，内金４０６万８
４９３円に対する平成１５年１月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員
を，内金１３０９万１６１４円に対する平成１４年７月２８日から支払済みまで日
歩４銭の割合による金員を，内金５８０万４９６２円に対する平成１４年７月２８
日から支払済みまで年６分の割合による金員をそれぞれ支払え。
    ７　原告のその余の請求を棄却する。
    ８　訴訟費用は，これを５分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負
担とする。
    ９　この判決の第６項は，仮に執行することができる。
                        事実及び理由
第１　請求
  １　被告は，「株式会社 ホテルサンルート鈴鹿」の商号を使用してはならない。
  ２　被告は，原告に対し，津地方法務局鈴鹿出張所昭和６３年６月１０日受付を
もってした設立登記中，「株式会社 ホテルサンルート鈴鹿」の商号の抹消登記手続
をせよ。
  ３　被告は，その営業上の施設又は活動に，「ホテルサンルート」，「ホテルサ
ンルーツ」，「HOTEL SUNROUTE」，「Hotel Sun Roots」，「HOTEL SUNROOTS」，そ
の他「サンルート」ないし「サンルーツ」の文字，及び別紙標章目録記載の標章を
含む営業表示を使用，掲示してはならない。
  ４　被告は，被告の「ホテルサンルート」，「ホテルサンルーツ」，「HOTEL 
SUNROUTE」，「Hotel Sun Roots」，「HOTEL SUNROOTS」，その他「サンルート」な
いし「サンルーツ」の文字，及び別紙標章目録記載の標章を付した看板・印刷物・
備品その他一切の営業表示物件を廃棄せよ。
  ５　被告は，「ホテルサンルート鈴鹿」，「ホテルサンルーツ鈴鹿」，「ホテル
サンルート」，「ホテルサンルーツ」，その他「サンルート」ないし「サンルー
ツ」の文字を使用した屋号を使用してはならない。
  ６　原告と被告との間において，原告が本訴に先立って提起した津地方裁判所平
成１４年(ヨ)第４号商標使用禁止等仮処分申立事件，同庁平成１４年（執ハ）第４



号商標使用禁止等仮処分執行事件等これら一連の仮処分の一切に関し，原告の被告
に対する損害賠償債務が存在しないことを確認する。
  ７　被告は，原告に対し，金４１００万５４８３円，及び内金１５０４万９４４
４円に対する平成１３年２月１日から支払済みに至るまで年５分の割合による金
員，内金１３０９万４０５０円に対する平成１４年７月２８日から各支払済みに至
るまで日歩４銭の割合による金員，内金５８０万４９６２円に対する平成１４年７
月２８日から各支払済みに至るまで年６分の割合による各金員を支払え。
第２　事案の概要
  １　本件事案の内容
    　本件は，原告が被告に対して，以下のとおりの理由により，各請求をした事
案である。すなわち，
    (1)　原告の被告に対する，①原告と被告との間で効力を有していたホテルチェ
ーン加盟契約，②原告の有する商標権，③不正競争防止法３条１項，に基く被告の
営業表示等の使用差止請求等
    (2)　原告の被告に対する，①原告と被告との間で効力を有していたホテルチェ
ーン加盟契約，②商法２１条１項，２項，③不正競争防止法３条１項，に基く被告
の商号の使用差止請求等
    (3)　原告の被告に対する，本件に先立つ仮処分に係る損害賠償債務の不存在確
認請求
    (4)　原告の被告に対する，①原告と被告との間で効力を有していたホテルチェ
ーン加盟契約違反，②原告の有する商標権侵害，③不正競争防止法４条，に基く損
害賠償請求
    (5)　原告の被告に対する未払ロイヤリティ等請求
  ２　争いのない事実等
    (1)　当事者
      ア　原告
        　原告は，「株式会社サンルート」の商号で，ホテル，飲食店，フランチ
ャイズシステムによるホテルチェーンの運営等を営む株式会社である。原告の前身
は，訴外株式会社サンルートホテルシステム（以下，「訴外サンルートホテルシス
テム」という。甲８）であったが，平成１２年４月，訴外サンルートホテルシステ
ムは，原告にその営業の全部を譲渡し，その契約上の地位も，営業譲受人である原
告にすべて移転した（甲９）。（以下では，訴外サンルートホテルシステムの行為
を，原告の行為として記載することがある。）
      イ　被告
        　被告は，ホテルの経営等を目的として，津地方法務局鈴鹿出張所昭和６
３年６月１０日受付で設立登記された株式会社である。
    (2)　原告の商標権及び商号の登記等
      ア　原告は，別紙商標権目録記載１ないし４３の商標権を有する（甲２の１
ないし４３。以下，順次「本件商標権１」，「本件商標権２」などといい，まとめ
て「本件商標権」という。また，その登録商標は，別紙標章目録記載１ないし４３
のとおりであり，これを順次「本件登録商標１」，「本件登録商標２」などとい
い，まとめて「本件登録商標」という。）。また，原告は，「ホテルサンルート」
という統一した営業表示でホテル業のフランチャイズチェーンを，国内及び国外で
展開し（現在，サンルートホテルチェーンは国内外に８３店舗存在する。），その
フランチャイズチェーンの主宰者（フランチャイザー）として運営に当たるととも
に，自ら直営ホテルを経営しており，本件登録商標を直営ホテル及びフランチャイ
ズチェーンにおいて使用している。
      イ　訴外サンルートホテルシステムは，昭和５８年９月３０日の設立時に，
その商号として「株式会社サンルートホテルシステム」を商業登記した（甲８）。
原告は，訴外サンルートホテルシステムの営業全部を譲り受けるとともに，その商
号である「サンルート」をも引き継ぎ，平成１１年１２月１４日の設立時に，その
商号として「株式会社サンルート」を商業登記した（甲１）。
    (3)　サンルートホテルチェーン加盟契約と契約の終了
      ア　加盟契約の内容
        　訴外サンルートホテルシステムと訴外Ａは，昭和６３年３月３０日，サ
ンルートホテルチェーン加盟契約（以下，「本件加盟契約」という。）を締結した
（甲１１）。また，訴外サンルートホテルシステム，及び被告は，同年６月２０
日，本件加盟契約に基づくの訴外サンルートホテルシステムに対する権利義務を被



告に包括的に譲渡する旨合意した（甲１２）。
        　本件加盟契約は，訴外サンルートホテルシステムが主宰するサンルート
ホテルチェーンにおけるフランチャイジーたる資格を被告に付与する旨のフランチ
ャイズ契約であり，フランチャイジーである被告は，ホテルの営業に当たり，サン
ルートホテルチェーンの統一営業表示である「ホテルサンルート」との標章（以下
「統一営業表示」という。）及び別紙原告登録商標Ａ記載の統一マーク（以下「統
一マーク」という。）の使用を許諾され，これらを使用することができること，ホ
テルの設備及びサービスを一定水準に確保し，ロイヤリティ，販売促進負担金（以
下「販促金」という。）等の支払義務を負うこと，被告は，本件加盟契約終了によ
り，直ちに統一営業表示及び統一マークの使用を停止する義務を負うこと（本件加
盟契約２５条１項），かつてサンルートホテルチェーンに属していたことを表示す
るような行為，その他ホテルの経営につき，サンルートホテルチェーンと何らかの
関係があるかのような誤認を第三者に生じさせる行為をしないこと（同条３項）等
を内容とする。
      イ　加盟契約の終了
      　　平成１２年１２月１１日，本件加盟契約は終了した。
    (4)　被告の行為
      ア　営業表示等の使用
        (ア)　被告は，そのホテル店舗の正面（東面）及び南面の壁面上部に，大
きく「ホテルサンルーツ」との文字看板を掲げ，ホテル正面入口頭上に「Hotel Sun 
Roots」との看板を掲示している（甲３５の１，２，被告ホテル建物写真）。
        (イ)　被告は，その営業に使用する印刷物・備品その他の営業表示物件に
おいて，甲３５の３ないし５記載のとおりの営業表示等を使用している（甲３５の
３ないし５，被告営業表示物品写真・コピー）。
      イ　商号の使用
        　被告は，「株式会社　ホテルサンルート鈴鹿」を使用している。
    (5)　原告の申し立てた仮処分の経緯
      ア　仮処分の内容
        　原告は，本件訴訟に先立って平成１４年１月２８日，津地方裁判所に対
し，被告を債務者とする商標及び商号の使用差止め，営業表示物除去等を求める断
行の仮処分命令を申し立てた（甲２０，津地方裁判所平成１４年(ヨ)第４号商標使
用禁止等仮処分申立事件）。
        　津地方裁判所は，平成１４年４月９日，原告の申立てをほぼすべて認め
る内容の原告勝訴の仮処分決定をした（甲２９）。
        　原告は，仮処分決定に当たり，金１１００万円を担保として供託した
（甲３３）。
      イ　断行仮処分執行とこれに対する被告の妨害
        　原告は，上記仮処分決定に基づき，津地方裁判所執行官に仮処分の代替
執行を申し立てた（甲３０）。
        　津地方裁判所執行官は，平成１４年５月２日，被告のホテルに臨場し，
執行（断行）を行った。
      ウ　保全異議及び執行停止の申立て
        　被告は，保全異議及び執行停止を申し立て（津地方裁判所平成１４年
(モ)第３６６号仮処分異議申立事件），①本件加盟契約終了後も原告が被告に対し
て本件商号及び営業表示の使用，掲示を認めていた，②被告は自発的に看板を一部
取り外しあるいは付け替えたため，これを理由に保全の必要性がなくなった等と主
張した。
        　津地方裁判所は，平成１４年６月２１日，被告の①の主張については排
斥し，②の主張のみを認め，結論としては看板取り外しの断行の仮処分決定の部分
については取り消し，その余の商号・商標・営業表示等の使用禁止命令については
認可した（甲３２）。
第３　争点に関する当事者の主張
　１　被告の営業表示等の使用差止めについて
  （原告の主張）
    (1)　被告の行為
      　被告は，本件加盟契約の終了後も，前記争いない事実等に記載のとおり，
「サンルート」と同一又は類似する標章や統一マークを使用している。
    (2)　差止請求の根拠



      ア　本件加盟契約違反
        　前記争いのない事実等に記載のとおり，被告は，本件加盟契約の終了に
より，直ちに統一営業表示及び統一マーク等の営業表示の使用を停止すべき義務が
ある（２５条１項）から，被告の前記(1)の行為は，本件加盟契約２５条１項に違反
する。また，被告の上記行為は，かつてサンルートホテルチェーンに属していたこ
とを表示するような行為，その他ホテルの経営につき，サンルートホテルチェーン
と何らかの関係があるかのような誤認を第三者に生じさせる行為でもあるから，本
件加盟契約２５条３項にも違反する。
      イ　商標権侵害
        　本件登録商標７，１５，１７及び１９は丸みを帯びた字体の「サンルー
ト」であり（甲２の７，１５，１７及び１９の２），被告の使用する看板の「ホテ
ルサンルーツ」の文字とその字体が全く同じであり，その文字の大部分及び要部も
同じである。また，称呼も同じである。
        　被告の上記行為は，本件登録商標と同一又は類似の標章を使用する行為
であるから，原告の本件商標権を侵害する。
      ウ　不正競争行為
        (ア)　「ホテルサンルート」又は「サンルート」の周知・著名性
          　原告は，昭和４５年に日本において初めてフランチャイズ方式のホテ
ルをオープンさせ，これ以降，「ホテルサンルート」の統一営業表示を使用して，
全国及び海外にフランチャイズ方式ないし直営のホテル店舗を拡大し，現在は，北
は札幌，苫小牧から，南は博多，熊本，海外は台北に至るまで国内外に８３店舗
（うち提携ホテル１０店）を擁する日本最大のホテルチェーンである（甲３ないし
５）。また，原告は，「ホテルサンルート」の統一営業表示でホテルチェーンを営
む会社として，新聞や雑誌に数多く取り上げられてきた（甲６，７）。
          　原告のホテルチェーンは，そのフランチャイジーである全ホテルが統
一営業表示及び統一マークを用い，多くの顧客から均質で高品質なホテルサービス
を行うホテルチェーンとして高く評価され，認識されている。
          　したがって，原告の「ホテルサンルート」との統一営業表示及び統一
マークをはじめとする本件登録商標は，原告のホテルチェーンを示す営業表示とし
て，需要者の間に広く認識され，周知性があるとともに，全国的に著名である。
        (イ)　不正競争防止法２条１項１号，２号該当性
          　被告の営業は，原告の営業と同業種，同業態のホテル業であり，原告
の営業と競業関係にあるから，被告が，原告の周知著名な営業表示である本件登録
商標と同一又は類似する標章を使用する上記(1)の行為は，原告の営業と混同のおそ
れを生じさせる周知表示混同惹起行為（不正競争防止法２条１項１号）ないし著名
表示冒用行為（同法２条１項２号）に当たる。
    (3)　小括
      　したがって，原告は，被告に対し，本件加盟契約２５条１項及び３項，商
標法３６条１項，及び不正競争防止法３条１項に基づき，本件登録商標及びこれに
類似する一切の営業表示の使用差止を求める。
  （被告の反論）
    (1)　被告の行為
      　被告が本件登録商標と同一の営業表示等を使用している事実は否認する。
被告は，本件加盟契約が終了した後，順次，本件登録商標と同一の営業表示等の使
用を廃止し，現在は，「ホテルサンルーツ」及び「Hotel Sun Roots」を使用してい
る。
    (2)　非類似
      　本件登録商標を構成する｢サンルート｣と，被告の使用している｢サンルー
ツ｣との標章を比較すると，その呼称及び外観が異なることは明らかであり，また，
「サンルート」は太陽への道を想起させるものであるのに対して，「サンルーツ」
は太陽の起源の意味を持つのであり，観念において異なる。このことは，英文で表
記する「SUN　ROUTE」と「Sun　Roots」の比較においても同様である。
      　このように，本件登録商標と被告の使用する「サンルーツ」，「Sun 
Roots」とは，呼称，外観，観念が異なるから，類似しない。
  ２　被告の商号使用行為等の差止めについて
  （原告の主張）
    (1)　商法２１条１項該当性
      　被告の「株式会社 ホテルサンルート鈴鹿」との商号は，原告の商号である



「株式会社サンルート」とその要部である「サンルート」が同一である。しかも，
被告は原告の営むホテル業と同業種，同業態であるホテル業を営んでおり，原告と
被告の間には競業関係が存しているから，被告の「サンルート」を含む商号の使用
は，不正の目的による，原告の営業と混同を生じさせる行為といえる。
      　したがって，被告が「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号を使用す
る行為は，商法２１条１項に当たる。
    (2)　本件加盟契約違反及び不正競争行為
      　被告は，「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号を営業表示として使
用しているから，被告の同商号の使用は，前記のとおり，本件加盟契約２５条１
項，３項に違反し，かつ不正競争行為（不正競争防止法２条１項１号，２号）も当
たる。
    (3)　小括
      　したがって，原告は，被告に対し，本件加盟契約２５条１項及び３項，商
法２１条１，２項並びに不正競争防止法３条１項に基づき，原告の営業と誤認せし
むべき商号である「株式会社 ホテルサンルート鈴鹿」の使用の差止め及び同商号の
抹消登記手続を求める。
  （被告の反論）
    　被告には，不正の目的をもって「サンルート」の商号を使用している事実は
ない。
    　そもそも，被告は，昭和６３年６月１０日の設立以来，商号として「株式会
社ホテルサンルート鈴鹿」を使用しており，本件加盟契約の当時のフランチャイザ
ーの商号は「株式会社サンルートホテルシステム」であり，商号から受ける業態の
イメージは，被告が単なるホテルの経営であるのに対し，当時のフランチャイザー
は，フランチャイズシステムのホテル運営を目的としていることが読み取れるし，
事実としての業態も異なっている。
    　また，原告が「株式会社サンルート」なる商号を有したのは，平成１１年１
２月１４日であり，被告がその商号を付した時期から後れること１０年余の期間が
ある。
    　さらに，被告においては，現在，被告の役務提供の標章として「サンルー
ツ」ないしは「Sun Roots」を使用しており，この点においても原告の営業と誤認さ
れる恐れはない。
    　したがって，以上のことからすれば，被告には不正の目的をもって，原告の
営業と誤認させるような商号を使用しているとはいえない。
　３　仮処分事件に係る損害賠償債務の存否
  （原告の主張）
    　上記仮処分命令の申立てから保全異議決定に至るまでの過程において行った
原告の一連の行為は正当な理由に基づくものであり，原告が上記仮処分に関して被
告に対して何らの損害賠償債務を負っていないことの確認を求める。
  （被告の認否）
    　原告の主張は争う。
  ４　原告の受けた損害
　（原告の主張）
    (1)　過去３年間の被告の売上実績
      　被告が，過去３年間にあげた売上実績は，以下のとおりである。

1998年 1999年 2000年 3年分合計 ３年分平均値

宿泊（うち室料） 103,044  84,615 101,452   289,111      96,370

宿泊(うちｻｰﾋﾞｽ料)



 10,435   8,498   9,388    28,321       9,440

宴会   8,240   6,547    266    15,053       5,018

食堂  24,873  14,048  10,961    49,882      16,627

合計 146,592 113,708 122,067   382,367     127,456

                                                                                                                     （単位：千
円）

      　被告の１年間の売上金額について，過去３年間の平均値は１億２７４５万
６０００円である。
    (2)　被告の利益額
      　被告の１年間の売上金額の過去３年間の平均値が，１億２７４５万６００
０円であるから，本件侵害行為期間における１年当たりの被告の売上金額も，これ
と同額の１億２７４５万６０００円であると推定できる。
      　ところで，原告は，ホテル業についてのフランチャイザーであると同時
に，直営のホテルを国内で６軒営んでいる。これらの経常利益の平均は，売上金額
の６．４パーセントであるから，一般にホテル業を営むに当たり，その経常利益は
売上金額の６．４パーセントであるといえる。
      　そうすると，被告の１年当たりの経常利益は，被告の売上金額平均値に
６．４パーセントを乗じた８１５万７１８４円となる。
        　 127,456,000円 × 6.4パーセント ＝ 8,157,184円
      　被告は，平成１３年２月１日から平成１４年６月３０日現在に至るまで，
侵害行為を続け，その期間は５１８日であるから，この間の被告の経常利益は，１
１５７万６４９６円である。
        　 8,157,184円 × 518日／365日 ＝ 11,576,496円
    (3)　原告の損害額
      　以上のとおり，原告の損害額は，被告が原告の本件商標権等を侵害してい
る間にあげた利益額である１１５７万６４９６円である。
    (4)　実施料相当額の損害（予備的主張）
      　本件登録商標の使用に対する実施料相当額は，宿泊売上高の２．２５パー
セント，宴会売上高の０．７５パーセント及び食堂売上高の０．３７５パーセント
の合計金額である。
      　被告の売上金額を前記(1)の被告の過去３年分売上高平均値とすると，１年
当たりの実施料相当額は，以下のとおり，合計２４８万０７１１円となる。
  　　① 　宿泊　（96,370,000＋9,440,000）×2.25％＝2,380,725円
  　　② 　宴会　　5,018,000×0.75％＝37,635円
      ③ 　食堂　 16,627,000×0.375％＝62,351円
    　被告は，平成１３年２月１日から平成１５年１月２１日に至るまでの７２０
日間，侵害行為を続けているから，この間の被告の実施料相当額は，４８９万３４
５７円となる。
        248万0711円 × 720日／365日 ＝ 489万3457円
    (5)　弁護士費用
      　被告は，故意により侵害行為を行っており，極めて悪質な不法行為である
から，弁護士費用として，前記(3)の損害額の３割である３４７万２９４８円を上記
損害金に加えて求める。
    (6)　よって，原告は，被告に対し，民法４１５条ないし７０９条，商標法３８
条又は不正競争防止法４条に基づき，１５０４万９４４４円の損害賠償を求める。
  （被告の認否）



    　争う。
  ５　未払ロイヤリティ等の額
  （原告の主張）
    (1)　本件加盟契約に基づくロイヤリティ等
      ア　支払義務
        　被告は，本件加盟契約に基づき，毎月，規定の料率に基づいて算出され
たロイヤリティ及び販促金を原告に対して支払うべき義務を負っていた（甲１１，
加盟契約第１６条）。
      イ　ロイヤリティ及び販促金の料率
        (ア)　本件加盟契約における料率（原則）
          　被告が支払うべきロイヤリティ及び販促金の料率は，以下のとおりで
ある。
          ①　宿泊ロイヤリティ　　　　　　　　　売上の３パーセント
          ②　宴会ロイヤリティ　　　　　　　　　売上の１パーセント
          ③　食堂（レストラン）ロイヤリティ    売上の０．５パーセント
          ④　販促金　　　　　　　　　　　　　　売上の２パーセント
        (イ)　減免後のロイヤリティ料率
          　被告が本来支払うべきロイヤリティ及び販促金の料率は上記のとおり
であったが，原告は被告の経営難を考慮し，平成９年１月，ロイヤリティ料率を各
２５パーセントずつ減免し，以下の料率とした。なお，販促金については減免はし
ていない。
          ①　宿泊ロイヤリティ　　　売上の２．２５パーセント
          ②　宴会ロイヤリティ　　　売上の０．７５パーセント
          ③　食堂ロイヤリティ　　　売上の０．３７５パーセント
          　また，原告は，被告に対し，ロイヤリティを再度減免したことはな
い。
      ウ　ロイヤリティ及び販促金の未払金額
        　被告は，平成９年１月から平成１２年１２月までの間，別紙ホテルサン
ルート鈴鹿売掛金残高明細表（ロイヤリティ・販売促進負担金分）のとおり各部門
において売上をあげているにもかかわらず，前記の料率に基づいて算出されたロイ
ヤリティ及び販促金を支払わない。
        　未払ロイヤリティ元金合計額は６６９万３９１６円であり，これに各消
費税の５パーセント分を加算した元金合計額は７０２万１２６３円である。また，
未払販促金元金合計額は５７８万９４７１円であり，これに各消費税の５パーセン
ト分を加算した元金合計額は６０７万２７８７円である。（内訳は，別紙ホテルサ
ンルート鈴鹿売掛金残高明細表（ロイヤリティ・販売促進負担金分）記載のとおり
である。）
        　これに，各支払期日から平成１４年６月３０日まで年１４．６パーセン
トの遅延損害金をそれぞれ加算した金額は別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明
細表（ロイヤリティ・販売促進負担金分）記載のとおりであり，その合計金額は１
８９６万２１１４円である。
    (2)　その他の売掛金
      ア　ホテル用品
        　被告は，平成９年１月から平成１２年７月にかけて，原告から歯ブラシ
セット，シャンプー，リンス，カミソリ，くし，石けん等客室消耗品であるホテル
用品を購入した。
        　ホテル用品の購入代金について原告が被告に対して有している売掛金額
は，別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表（その他売掛債権）記載のとおり
であり，元金合計金額は２４６万３５７４円である。
      イ　広告業務受託料
        　原告は，平成９年１月と同年１０月に，被告から委託を受け，有償で被
告ホテルのパンフレット制作を行った。しかし，被告は，この広告業務受託料を原
告に支払わない。
        　広告業務受託料は，別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表（その
他売掛債権）記載のとおりであり，上記２回分を合計して元金５２万２０８０円で
ある。
      ウ　レンタル料
        　原告は，平成９年１月から平成１２年１２月までの間，被告に対し，サ



ンルートホテルチェーンの予約システムである「サンネット」及び「サンネット
Ⅱ」の機材を有償で貸し出した。しかし，被告はこれらのレンタル料を原告に支払
わない。
        　未払いとなっている上記「サンネット」及び「サンネットⅡ」のレンタ
ル料は，別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表（その他売掛債権）記載のと
おりであり，元金合計金額は１５３万８０１０円である。
      エ　クラブ制作物購入費
        　原告は，サンルートホテルチェーンを利用する顧客を会員とする「サン
ルートクラブ」を組織している。
        　被告は，平成９年２月から平成１２年１月までの間，被告の顧客がクラ
ブに加入した際のサンルートクラブカード，利用規則等のクラブ制作物を，原告か
ら購入したが，購入代金を支払わない。
        　被告が購入したこれらのクラブ制作物について，原告が被告に対して有
している売掛金額の未払額は，別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表（その
他売掛債権）記載のとおりであり，元金合計金額は１７万６３６０円である。
      オ　ポイント負担金
        　被告は，上記サンルートクラブの会員が被告ホテルを利用した際，その
利用金額に応じて，原告に対し，ポイント負担金を支払うべき義務を負っている。
しかし，被告はこれを支払わない。被告が原告に支払うべきポイント負担金の未払
額は，別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表（その他売掛債権）記載のとお
りであり，元金合計金額は１１０万４９３８円である。
      カ　売掛金合計金額
        　上記アないしオに挙げた売掛金の未払額元金合計金額は，５８０万４９
６２円である。これに，各支払期日から商事法定利率年６パーセントの遅延損害金
をそれぞれ加算した計算過程は別紙ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表（その
他売掛債権）記載のとおりであり，合計金額は６９９万３９２５円である。
    (3)　小活
      　以上のとおり，原告は被告に対し，未払ロイヤリティ，同販促金及び未払
売掛代金並びにこれに各遅延損害金を加えた金員として，合計２５９５万６０３９
円を請求する。
    （被告の認否・反論）
    (1)　再度の減免
      　被告は，経営難から，平成９年１月，原告の主張するとおり，宿泊ロイヤ
リティー，宴会ロイヤリティー，及び食堂ロイヤリティーについて，各減免を受け
たが，さらに，平成１２年５月，被告の経営改善がされないことから，平成１２年
２月末日までの宿泊ロイヤリティーを１．５パーセントに縮減すること，レンタル
料を２０パーセント減免すること，及び宴会，食堂の各ロイヤリティーを免除して
もらうことを申し入れ，原告から承諾を受けた。
      　この結果，平成１２年２月末日現在，被告が原告に負っていた平成９年１
月の減免処置による未払金合計１３１５万６６９７円から，平成１２年５月の再減
免によって，以下の金額が減額された。
        ①　宿泊ロイヤリティー
        　　１２０１万７２２１円に対してさらに４２０万６０２７円の減免
        ②　レンタル料
        　　１０６万５５１０円に対して２１万３１０２円の減免
        ③　食堂宴会ロイヤリティー
          　　２１万５９８１円の全額免除
        したがって，再減免後の未払金は，８５２万１５８７円となった。
    (2)　平成１２年３月以降，本件加盟契約が解約された平成１２年１２月１１日
までの宿泊，宴会，食堂の各売上高，販促金，ホテル用品代金，広告業務受託料，
レンタル料，クラブ製作物，ポイント負担金の各金額は，以下のものを除き，別紙
ホテルサンルート鈴鹿売掛金残高明細表のとおりである。
        ①　宿泊売上高
          　　平成１２年１２月分　　２２６万１４４２円
        ②　サービス料
          　　平成１２年１２月分　　２２万６１４４円
        ③　食堂売上高
          　　平成１２年４月分　　　１０万１３０３円



          　　平成１２年１２月分　　２９万５７８６円
        ④　ホテル用品
          　　平成１２年１０月分　　７９３８円
    (3)　以上から，平成１２年３月以降解約時までの再度の減免によるロイヤリテ
ィー等を算定すると，未払金合計額は，４５２万５３５３円となり，これに平成１
２年２月までの未払金８５２万１５８７円を加算した未払金総合計は，１３０４万
６９４０円となる。また，被告は原告に対し，フランチャイズ加盟保証金として，
１０００万円を預託している。
第４　当裁判所の判断
  １　事実認定
    　前記争いのない事実等に証拠（甲３ないし９，１１ないし１３，２０ないし
２５，２７ないし３２，３５の１～６）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事
実が認められ，これに反する証拠はない。
    (1)　統一営業表示及び統一マークの周知性
      ア　訴外サンルートホテルシステムは，昭和５８年にホテル，飲食店業等を
目的として設立された会社であり，ホテルの直営店やフランチャイズシステムによ
るホテルチェーン（サンルートホテルチェーン）を全国的に展開してきた。訴外サ
ンルートホテルシステムのホテル事業は，「ホテルサンルート」を統一営業表示と
し，別紙登録商標Ａを統一マークとするものであり，直営店やフランチャイズ加盟
店は，その施設，備品，取引書類等に営業表示として統一営業表示及び統一マーク
を使用し，また，これらを使用して宣伝広告を行ってきた。
      イ　原告と訴外サンルートホテルシステムは，平成１２年２月２９日，同年
４月１日をもって，訴外サンルートホテルシステムの営業全部を原告に対して譲渡
する旨合意し，これとともにサンルートホテルチェーンのフランチャイザーの地位
も原告が承継した。
      ウ　原告のサンルートホテルチェーンは，全国に７軒の直営ホテルと５８社
６６軒のフランチャイズ加盟ホテルを有する国内最大手のビジネスホテルチェーン
の一つであり，毎年，全国紙や地方紙等で広告を行っている。
      エ　以上の事実によれば，原告の統一営業表示「ホテルサンルート」及び統
一マークは，原告のホテル事業を示す営業表示として需要者に広く知られているも
のと認められる。
    (2)　被告の行為等
      ア　被告は，昭和６３年６月１０日にホテルの経営等を目的として設立され
た会社であり，同月２０日，の本件加盟契約におけるフランチャイジーの地位を承
継して訴外サンルートホテルシステムのフランチャイジーとなり，三重県鈴鹿市を
テリトリーとしてホテル業を営んでいる。被告は，ホテル建物に大きく統一営業表
示と統一マークを掲げ，ホテル内の設備，備品，取引書類等に，統一マーク，統一
営業表示及びこれを含む「ホテルサンルート鈴鹿」，「ホテルサンルートチェー
ン」等の標章を付したり，これをアルファベット表記した「HOTEL　SUNROUTE」及び
これを含む標章を付したりして，ホテル営業を行った。
        　なお，平成１２年４月１日，本件加盟契約におけるフランチャイザーの
地位は，訴外サンルートシステムから原告に承継された。
      イ　本件加盟契約には，契約が終了した場合，被告（フランチャイジー）
は，直ちに統一営業表示及び統一マークの使用を停止すること（２５条１項），か
つてサンルートホテルチェーンに属していたことを表示するような行為，その他ホ
テル経営についてサンルートホテルチェーンと何らかの関係があるかのような誤認
を第三者に生じさせる行為をしてはならないこと（同条３項）が定められていた。
      ウ　平成１２年１２月１１日，本件加盟契約は終了した。しかし，被告は，
「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」との商号でホテル営業を続け，その営業表示と
して統一営業表示や統一マークを使用したほか，ホテル内の設備，備品，取引書類
等に，「ホテルサンルートチェーン」の標章，これをアルファベット表記し
た「HOTEL　SUNROUTE」やこれらを含む標章を付して営業を継続した。
      エ　被告は，後記の仮処分の代替執行後の平成１４年５月ころ，ホテル建物
の看板の表示を「ホテルサンルート」から「ホテルサンルーツ」に，「HOTEL　
SUNROUTE　SUZUKA」の表示を「HOTEL　SUN　ROOTS」ないし「Hotel Sun Roots」に
それぞれ変えたが，ホテル内の備品や取引書類等には統一マークのほか「やすらぎ
ネットワーク　サンルートホテルチェーン」，「ホテルサンルート鈴鹿」，「HOTEL
　SUNROUTE」，「SUNROUTE　SUZUKA」，「HOTEL　SUNROUTE　SUZUKA」の各標章を使



用している。また，被告は，ホテル客室の鍵のキーホルダーに「ＨＳＲ」との標章
を付して宿泊客の利用に供している。
      オ　なお，原告は，被告が上記認定に係る標章以外にも，別紙標章目録記載
２，３，５，８，９，１０，１１，１３，１５，１９，２３，２５，２７，２８な
いし４３の各標章を原告の営業表示として使用している旨主張するが，これを認め
るに足りる証拠はない。
  (3)　仮処分の経緯
      ア　原告は，平成１４年１月２８日，津地方裁判所に対し，被告を相手方と
して，「株式会社サンルート鈴鹿」の商号の使用差止，「サンルート」等の営業表
示の使用差止及び「ホテルサンルート」等と表示された看板の除去などを求めて仮
処分命令を申し立てた（津地方裁判所平成１４年(ヨ)第４号商標使用禁止等仮処分
申立事件）。同事件について，津地方裁判所は，平成１４年４月９日，債務者であ
る被告に対し，「株式会社サンルート鈴鹿」の商号の使用禁止，「サンルート」等
の営業表示の使用禁止及び「ホテルサンルート」等と表示された看板の除去などを
命ずる仮処分決定を出した。
        　その後，原告は，平成１４年４月２５日，津地方裁判所執行官に対し，
上記仮処分決定に基づき，被告のホテル建物における「ホテルサンルート」と表示
された看板，統一マークの表示された看板及び「HOTEL　SUNROUTE　SUZUKA」と表示
された看板を除去する旨の代替執行を申し立て（津地方裁判所平成１４年（執ハ）
第４号），同執行官は，同年５月２日，同執行を行った。
      イ　被告は，上記仮処分決定に対し，津地方裁判所に保全異議を申し立てた
（津地方裁判所平成１４年(モ)第３６６号商標使用禁止等仮処分異議事件）。津地
方裁判所は，平成１４年６月２１日，同保全異議事件について，「ホテルサンルー
ト」等と表示された看板は既に除去されていることを理由に，上記仮処分決定のう
ち，これらの看板の除去を命じた部分を取り消して，その取消に係る仮処分命令の
申立てを却下し，その余の部分を認可する旨の決定をした。
  ２　被告の営業表示等の使用差止めについて
    　以上認定した事実を基礎として，被告が，ホテルの看板，備品，取引書類等
に使用している「ホテルサンルーツ」，「HOTEL　SUN　ROOTS」，「Hotel Sun 
Roots」，「やすらぎネットワーク　サンルートホテルチェーン」，「ホテルサンル
ート鈴鹿」，「HOTEL　SUNROUTE」，「SUNROUTE　SUZUKA」，「HOTEL　SUNROUTE　
SUZUKA」，「ＨＳＲ」の営業表示等を使用する行為の可否について判断する。
    (1)　商標権に基づく差止請求
      ア　本件商標権
        (ア)　原告は，本件商標権１０（甲２の１０の１，２）を有し，その登録
商標（本件登録商標１０）は，別紙商標権目録のとおり，カタカナを横書きした
「サンルート」とそれよりも若干大きなアルファベット横書きの「SUN　ROUTE」を
上下２段に書したものであり，「サンルート」との称呼を生ずる。
        (イ)　原告は，本件商標権１７（甲２の１７の１，２）を有し，その登録
商標（本件登録商標１７）は，別紙商標権目録のとおりである。
        (ウ)　原告は，本件商標権１８（甲２の１８の１，２）を有し，その登録
商標（本件登録商標１８）は，別紙商標権目録のとおりである。
      イ　被告の営業表示等
        (ア)　「ホテルサンルーツ」
          　被告は，ホテル業を営んでおり，「ホテルサンルーツ」はホテル建物
の看板に使用されているから，「ホテルサンルーツ」のうち「ホテル」の部分は業
種を示すものとして識別力を有しない。したがって，「ホテルサンルーツ」の要部
は「サンルーツ」部分である。
          　本件登録商標１０と「サンルーツ」とを対比すると，称呼はそれぞれ
「サンルート」と「サンルーツ」であり，末尾の「ト」と「ツ」が異なるが，とも
にタ行の音であること，英語を想起させる「サンルート」の複数形が「サンルー
ツ」となることは，一般人が容易に思い至るところであること等の点に照らせば，
両者は称呼において類似する。また，５文字中，４文字が一致しているから，外観
において類似する。以上のとおり，被告標章「ホテルサンルーツ」は，その要部の
称呼及び外観が本件登録商標１０に類似するから，両者は類似する。
          　また，本件商標権１０の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれて
いる。
          　したがって，被告がホテル業において「ホテルサンルーツ」の標章を



使用することは，本件商標権１０の侵害となる。
        (イ)　「HOTEL　SUN　ROOTS」，「Hotel Sun Roots」
          　前記(ア)と同様の理由から，「HOTEL　SUN　ROOTS」ないし「Hotel 
Sun Roots」の要部は「SUN　ROOTS」ないし「Sun Roots」部分である。
          　本件登録商標１０と「SUN　ROOTS」ないし「Sun Roots」とを対比する
と，称呼はそれぞれ「サンルート」と「サンルーツ」であり，末尾の「ト」と
「ツ」が異なるが，ともにタ行の音であること，英語を想起させる「サンルート」
の複数形が「サンルーツ」となることは，一般人が容易に思い至るところであるこ
と等の点に照らせば，両者は称呼において類似する。また，「SUN　ROOTS」は，本
件登録商標１０の欧文字部分と前半の「SUN」の部分が同一であり，後半
の「ROOTS」も５文字中，３文字が一致し，その位置も同じであること，英語を母国
語としない一般人が「SUNROUTE」と「SUN　ROOTS」，「Sun Roots」という文字に接
した場合，冒頭の「SUN｣｢Sun｣が，より印象に残りやすいこと等の点に照らせば，両
者は外観において類似する。以上のとおり，被告標章「ホテルサンルーツ」は，そ
の要部の称呼及び外観が本件登録商標１０に類似するから，両者は類似する。ま
た，本件商標権１０の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれている。
          　したがって，被告がホテル業において「HOTEL　SUN　ROOTS」及
び「Hotel Sun Roots」の標章を使用することは，本件商標権１０の侵害となる。
        (ウ)　「ホテルサンルート鈴鹿」
          　前記(ア)と同様の理由から，「ホテルサンルート鈴鹿」のうちの「ホ
テル」の部分は識別力を有しない。また，被告は，三重県鈴鹿市においてホテル業
を営んでいるから，「鈴鹿」の部分はホテルの所在地を示すものであり，識別力を
有しない。したがって，「ホテルサンルート鈴鹿」の要部は「サンルート」部分で
ある。
          　本件登録商標１０と「サンルート」とを対比すると，称呼は同一であ
り，外観も「サンルート」の部分が一致するから，両者は類似するといえる。以上
のとおり，被告標章「ホテルサンルート鈴鹿」は，その要部の称呼が本件登録商標
１０と同一であり，外観が類似するから，本件登録商標１０に類似する。
          　したがって，被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」の標
章を使用することは，本件商標権１０の侵害となる。
        (エ)　「HOTEL　SUNROUTE」
          　前記(ア)と同様の理由から，「HOTEL　SUNROUTE」の要部
は「SUNROUTE」部分である。
          　本件登録商標１０と「SUNROUTE」とを対比すると，称呼は同一であ
り，外観も「SUNROUTE」の部分が一致するから類似する。以上のとおり，被告標
章「HOTEL　SUNROUTE」は，その要部の称呼が本件登録商標１０と同一であり，外観
が類似するから，本件登録商標１０に類似するといえる。
          　したがって，被告がホテル業において「HOTEL　SUNROUTE」の標章を使
用することは，本件商標権１０の侵害となる。
        (オ)　「SUNROUTE　SUZUKA」
          　前記(ウ)と同様の理由から，「SUNROUTE　SUZUKA」の要部
は「SUNROUTE」部分である。そうすると，前記(エ)と同様の理由から，「SUNROUTE
　SUZUKA」は本件登録商標１０に類似する。
          　したがって，被告がホテル業において「SUNROUTE　SUZUKA」の標章を
使用することは，本件商標権１０の侵害となる。
        (カ)　「HOTEL　SUNROUTE　SUZUKA」
          　前記(エ)及び(オ)で判示したところに照らせば，「HOTEL　SUNROUTE　
SUZUKA」は本件登録商標１０に類似する。
          　したがって，被告がホテル業において「HOTEL　SUNROUTE　SUZUKA」の
標章を使用することは，本件商標権１０の侵害となる。
        (キ)　「やすらぎネットワーク　サンルートホテルチェーン」
          　被告の使用する「やすらぎネットワーク　サンルートホテルチェー
ン」は，本件登録商標１７と同一である。また，本件商標権１７の指定役務には
「宿泊施設の提供」が含まれる。
          　したがって，被告がホテル業において「やすらぎネットワーク　サン
ルートホテルチェーン」の標章を使用することは，本件商標権１７の侵害となる。
        (ク)　「ＨＳＲ」
          　被告の使用する「ＨＳＲ」は，本件登録商標１８と同一である。ま



た，本件商標権１８の指定役務には「宿泊施設の提供」が含まれる。
          　したがって，被告がホテル業において「ＨＳＲ」の標章を使用するこ
とは，本件商標権１８の侵害となる。
    (2)　不正競争防止法に基づく差止請求
        　被告は，三重県鈴鹿市においてホテル業を営んでおり，「ホテルサンル
ート鈴鹿」のうち「鈴鹿」の部分はホテルの所在地を示すものと理解されるから，
識別力を有しない。
        　そこで，「ホテルサンルート鈴鹿」のうち「鈴鹿」の部分を除外する
と，その余の部分は，原告の周知な営業表示である「ホテルサンルート」と同一で
ある。したがって，「ホテルサンルート鈴鹿」は，原告の周知な営業表示である
「ホテルサンルート」と類似する。そして，原告と被告の業種は同一であるから，
被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」を使用すれば，被告の営業と混
同するおそれがあるものと認められる。
        　したがって，被告がホテル業において「ホテルサンルート鈴鹿」の営業
表示を使用することは，不正競争防止法２条１項１号の不正競争行為に当たる。
    (3)　小括
        　以上のとおり，被告がホテルの営業において，「ホテルサンルー
ツ」，「HOTEL　SUN　ROOTS」，「Hotel Sun Roots」，「ホテルサンルート鈴
鹿」，「やすらぎネットワーク　サンルートホテルチェーン」，「HOTEL　
SUNROUTE」，「SUNROUTE　SUZUKA」，「HOTEL　SUNROUTE　SUZUKA」，「ＨＳＲ」の
各標章（営業表示）を使用することは，本件商標権の侵害となる。また，被告がホ
テル営業において，「ホテルサンルート鈴鹿」の標章（営業表示）を使用すること
は，不正競争行為ともなる。
        　したがって，原告は被告に対し，商標法３６条又は不正競争防止法３条
に基づき，上記各標章の使用差止及びこれを付した看板，備品，取引書類の廃棄を
請求することができる。
  ３　被告の商号の使用等の差止めについて
    　被告は，「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号でホテル業を営んでいる
から，「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」を営業表示として使用しているものとい
うべきである。「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」のうち，「株式会社」の部分
は，識別力がないところ，前示のとおり，「ホテルサンルート鈴鹿」と原告の周知
な営業表示である「ホテルサンルート」とは類似するから，被告がホテル業におい
て「株式会社ホテルサンルート鈴鹿」の商号を使用することは，不正競争行為とな
る。
    　したがって，原告は，被告に対し，不正競争防止法３条に基づき，「株式会
社 ホテルサンルート鈴鹿」の商号の使用差止と被告の設立登記中の「株式会社 ホ
テルサンルート鈴鹿」の商号の抹消登記手続を求めることができる。
  ４　原告の申し立てた仮処分に係る損害賠償債務不存在確認請求について
    　上記仮処分命令の申立てから保全異議決定に至るまでの過程における原告の
一連の行為が不法行為を構成すると認めることはできない。
    　したがって，原告が被告に対し上記損害賠償債務を負担しないことの確認を
求める原告の本訴請求は理由がある。
  ５　損害賠償請求について
    (1)　被告の利益額に基づく損害
      　原告は，被告の１年間の売上金額が１億２７４５万６０００円であると推
認でき，被告の経常利益は売上金額の６．４パーセントであるから，被告の１年当
たりの経常利益は，８１５万７１８４円となることを前提として，平成１３年２月
１日から平成１４年６月３０日までの間の被告の経常利益は，１１５７万６４９６
円であるから，これが被告の本件商標権等の侵害により原告が受けた損害額である
と主張する。しかし，本件全証拠によるも，被告の経常利益がどの程度であるかを
確定することができないので，結局，被告の利益額による損害の主張は，これを認
めることができない。
    (2)　実施料相当額の損害
      ア　相当額について
        　前記１のとおり，被告の商標権侵害行為及び不正競争行為（以下，併せ
て「本件侵害行為」という。）は，サンルートホテルチェーンのフランチャイジー
であった被告が，本件加盟契約終了後も，原告から使用許諾を受けていた統一営業
表示に類似する標章の使用を継続したという経緯によるものであるから，本件侵害



行為による実施料相当額の損害を算定するについては，そのような事情を考慮し，
被告の一連の侵害行為を一体のものと評価して算定するのが相当である。また，後
記６(2)のとおり，被告は原告に対し，本件加盟契約に基づくロイヤリティの支払義
務を負っていたところ，平成９年１月以降のロイヤリティは，①宿泊ロイヤリティ
が室料とサービス料の売上合計の２．２５パーセント，②宴会ロイヤリティが宴会
の売上の０．７５パーセント，食堂ロイヤリティが食堂の売上の０．３７５パーセ
ントであったことが認められるので，このような事情を考慮して，本件侵害行為に
よって生じた原告の実施料相当額の損害については，上記の料率によって算定する
のが相当である。
      イ　売上金額
        　証拠（甲３９の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，平成９年１月から
平成１２年１２月１１日までの被告の宿泊，サービス料，宴会，食堂の各売上金額
は，別紙ロイヤリティ等一覧表の該当欄のとおりであると認められ，これに反する
証拠はない。
        (ア)　被告の宿泊及びサービス料の売上金額は，平成１１年が合計７５１
２万９８０５円であり，平成１２年が合計１億１０８４万００２２円である。そし
て，平成１１年の売上金額は，１０か月分の売上金額である（その余の月に売上が
なかったとは考えられない。）から，これを１年当たりに換算すると，９０１５万
５７６６円となる。
          　以上によれば，被告の平成１３年２月以降の宿泊及びサービス料の売
上金額は，１年当たり少なくとも９０００万円であると推認するのが相当である。
        (イ)　被告の食堂の売上は，平成１１年が９８０万００７３円であり，平
成１２年が１０９６万０９２８円である。平成１１年の売上金額は，１０か月分の
売上金額であるから，これを１年当たりに換算すると，１１７６万００８８円とな
る。
          　以上によれば，被告の平成１３年２月以降の食堂の売上金額は，１年
当たり少なくとも１０００万円であると推認するのが相当である。
        (ウ)　なお，別紙ロイヤリティ等一覧表のとおり，平成１１年７月以降，
被告の宴会の売上が認められるのは平成１２年１月だけであるから，過去の宴会の
売上金額から，平成１３年２月以降，被告の宴会の売上があったものと推認するこ
とはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
      ウ　各売上ごとのロイヤリティ額
        　そこで，前記アで認定した売上金額を基礎として各ロイヤリティ相当額
を算定すると，次のとおりとなる。
        (ア)　宿泊ロイヤリティ相当額　　２０２万５０００円
            　９０００万円×２．２５パーセント＝２０２万５０００円
        (イ)　食堂ロイヤリティ相当額　　３万７５００円
            　１０００万円×０．３７５パーセント＝３万７５００円
      エ　損害額
        　そうすると，平成１３年２月１日から平成１５年１月２１日まで（７２
０日）の本件侵害行為に対する実施料相当額は，４０６万８４９３円となる。
          　(2,025,000+37,500)×720/365=4,068,493（円未満切り捨て）
    (3)　弁護士費用
      　原告が本件訴訟の提起・遂行を弁護士に委任したことは，当裁判所に顕著
な事実であるところ，本件訴訟の経緯，内容，認容額その他本件に現れた一切の事
情を総合考慮すれば，被告の本件侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は，５
０万円と認めるのが相当である。
    (4)　小括
      　以上のとおりであるから，原告の損害賠償請求は，４５６万８４９３円及
び内金５０万に対しては不法行為の後である平成１３年２月１日から，内金４０６
万８４９３円に対しては本件侵害行為の最終日である平成１５年１月２１日から，
各支払済みまで民法所定の年５分の割合による各遅延損害金の支払いを求める限度
で理由がある。
  ６　未払ロイヤリティ等請求について
    (1)　被告の売上金額
      　証拠（甲３９の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，平成９年１月から平
成１２年１２月１１日までの被告の宿泊，サービス料，宴会，食堂の各売上金額，
未払の販促金の金額及び未払のホテル用品代金，広告業務委託料，レンタル料，ク



ラブ製作物，ポイント負担金の各金額は，別紙ロイヤリティ等一覧表及び売掛金一
覧表の各該当欄のとおりであると認められる。
    (2)　ロイヤリティ及び販促金の額
      ア　証拠（甲１１ないし１３）及び弁論の全趣旨によれば，被告は原告に対
し，本件加盟契約に基づくロイヤリティ及び販促金の支払義務を負っていたこと
（１６条），本件加盟契約において，ロイヤリティは，①宿泊ロイヤリティが宿泊
（室料）とサービス料の合計売上金額の３パーセント，②宴会ロイヤリティが宴会
の売上金額の１パーセント，③食堂ロイヤリティが食堂の売上金額の０．５パーセ
ントであり，販促金は，宿泊（室料）の売上金額の２パーセントとされていたこ
と，原告は被告に対し，平成９年１月，ロイヤリティ料率を各２５パーセントずつ
減免し，①宿泊ロイヤリティを売上金額の２．２５パーセント，宴会ロイヤリティ
を売上金額の０．７５パーセント，食堂ロイヤリティを売上金額の０．３７５パー
セントとしたこと，ロイヤリティ及び販促金の支払方法は，毎月１日から末日まで
を１期とし，これを翌々月２０日までに支払うものとされ，遅延損害金として，１
００円につき日歩４銭（１年３６５日で年率に換算すると，１４．６パーセント）
を支払うものと定められていたこと（１７条），以上の事実が認められる。
        　なお，被告は，平成１２年５月，原告との間で，平成１２年２月末日ま
での宿泊ロイヤリティーを１．５パーセントに縮減し，レンタル料を２０パーセン
ト減免すること，及び宴会，食堂の各ロイヤリティーを免除してもらうことを原告
に申し入れ，原告はこれを承諾したと主張するが，これを認めるに足りる証拠はな
い。
      イ　前記(1)の売上金額を基礎として，上記アの料率により，ロイヤリティの
金額を計算すると，別紙ロイヤリティ等一覧表の該当欄記載のとおりとなる。
        　すなわち，別紙ロイヤリティ等一覧表のとおり，ロイヤリティの合計額
は６６９万２６８０円であり，これに消費税（平成９年３月までは３パーセント，
同年４月以降は５パーセント，以下，同じ。）を加えた合計額は，７０１万９９６
９円である。また，販促金の合計額は５７８万９４７１円であり，これに消費税を
加えた合計額は６０７万１６４５円である。
        　これらに各支払期日から平成１４年６月３０日まで年１４．６パーセン
トの遅延損害金を加算すると，合計金額は１８９５万７９８１円である。
    (3)　その他原告の被告に対する売掛金
      　前記のとおり，被告の未払ホテル用品代金，広告業務委託料，クラブ製作
物，ポイント負担金は，別紙売掛金一覧表の該当欄記載のとおりであり，これに各
支払期日から平成１４年６月３０日まで商事法定利率年６分の遅延損害金を加算す
ると，別紙売掛金一覧表のとおり，合計金額は６９９万３９２５円である。
    (4)　小活
      　以上のとおりであるから，原告の未払ロイヤリティ等請求は，次の金員の
支払いを求める限度で理由がある。
      ア　未払ロイヤリティ及び販促金として１８９５万７９８１円及び内金１３
０９万１６１４円に対する本件訴状送達の日の翌日である平成１４年７月２８日か
ら支払済みまで約定利率日歩４銭の割合による遅延損害金
      イ　未払売掛金として，６９９万３９２５円及び内金５８０万４９６２円に
対する本件訴状送達の日の翌日である平成１４年７月２８日から商事法定利率年６
分の割合による遅延損害金
  ７　結論
    　以上のとおり，原告の請求は，主文掲記の限度で理由がある。
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